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第 709号 

令和 8年(2026年) 

4月 10日 

金曜日 

目 次 

告示 
○ データ連携システム等運用保守業務に関する入札公告（情報システム戦略課） 

○ 昭和六十一年埼玉県告示第五百四十五号の一部改正（水環境課） 

○ 昭和六十二年埼玉県告示第千五百七十一号の一部改正（水環境課） 

○ 九郷阿保領用水土地改良区の役員就任届（本庄農林振興センター） 

○ 元荒川土地改良区の役員就任届（春日部農林振興センター） 

○ リアルタイム学習支援アプリライセンス調達に関する入札公告（高校教育指導課） 

○ トヨタ社製四輪車用純正部品ほか 11品目の単価契約に関する入札公告（会計課） 

○ 県道越谷流山線の区域の変更（越谷県土整備事務所） 

○ 県道越谷流山線の供用の開始（越谷県土整備事務所） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 埼玉県庄和浄水場で使用する電気に関する入札公告（水道管理課） 

○ 埼玉県新三郷浄水場で使用する電気に関する入札公告（水道管理課） 

○ 埼玉県吉見浄水場で使用する電気に関する入札公告（水道管理課） 

正誤 
○ 埼玉県教育委員会訓令第２号中訂正（教委・総務課） 
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１ 調達内容 

⑴ 購入等件名及び数量 

データ連携システム等運用保守業務 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

⑶ 履行期間 

令和８年７月１日（水）から令和11年６月30日（土）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 履行場所 

   埼玉県企画財政部情報システム戦略課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和６年埼玉県告示第833

号）に基づき、業種区分「電子計算に関する業務」のＡ等級に格付けされた者

であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 



 

⑸ ＩＳＭＳ認証又はプライバシーマークの認定を受けている者であること。 

⑹ 本件入札の公告日から入札書受付期間の末日までの期間に、入札に参加しよ

うとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（「資本関係又は人的関係が

ある者（以下「同族企業」という。）同士の業務委託に係る同一入札への参加を

制限する運用基準」参照。）。 

 ⑺ 仕様書６⑴に示す運用保守体制を整備することが可能であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所及び問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県企画財政

部情報システム戦略課県民サービス・システム共同化担当  山崎・篠木    

電話 048-830-2284（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

 埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情報

公開システム」からダウンロードすること。   

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年６月10日（水）午後３時ま

で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年６月９日（火）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年６月10日（水）午前10時

まで 

⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県企画財政部情報システム戦略課 令和８年６月10日（水）午後３時30

分 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 



 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項第１号、第２号又は

第３号の規定に該当する場合は、免除する。 

⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和８年５月22日（金）午後５時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和８年５月７日（木）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 



 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通）） 

  へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な請求書を受理した日から30日以内に当該委託料を受

注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５  Summary 

⑴   Nature of Services Required: 

Operations and Maintenance Services for Data Integration Systems 

and Another System 

⑵   Deadline for Submissions: 

By the electronic bidding system: 3:00 p.m., June 10, 2026 

By registered mail: 5:00 p.m., June 9, 2026 

In person: 10:00 a.m., June 10, 2026 

 ⑶ Contact Information: 

Information Systems Strategy Division, Department of Planning and 

Finance, Saitama Prefectural Government 

Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 330-9301 

Tel. 048-830-2284 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   リアルタイム学習支援アプリライセンス調達 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   令和８年７月１日（水）から令和11年６月30日（土）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 履行場所 

   埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和６年埼玉県告示第833

号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

３ 入札書の提出場所等 



 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県教育局県

立学校部高校教育指導課入学者選抜・教員研修担当 三好 電話048-830-6766

（直通） 電子メールa6760-35@pref.saitama.lg.jp 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年５月15日（金）午前10時ま

で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年５月14日（木）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年５月14日（木）午後５時

まで 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課 令和８年５月15日（金）午前10時

15分 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、



免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項第１号又は第３号の

規定に該当する場合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和８年４月28日（火）午前10時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和８年４月14日（火）午後５時までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒

330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775

（直通））へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を



受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: Licenses of Real-

time Learning Support Application for 131 Prefectural High Schools and 

1 Prefectural Junior High School, Approximately 103,240 licenses. 

⑵ Time-limit for the tender: By the electronic tender system; 10:00 

a.m. May 15, 2026. By registered mail; 5:00 p.m. May 14, 2026. In 

person; 5:00 p.m. May 14, 2026. 

⑶ Contact point for the notice: High school Education Guidance Division, 

Prefectural Schools Department, Education Bureau, Saitama Prefectural 

Government, Takasago3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 330-

9301, Telephone 048-830-6766. 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び予定数量 

   トヨタ社製四輪車両用純正部品ほか11品目の購入（単価契約） 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

令和８年７月１日（水）から令和９年３月31日（水）まで 

 ⑷ 納入場所 

埼玉県警察本部総務部財務局装備課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、本県が示す発注予定額

及び入札者が見積もったメーカーの部品ごとの購入歩掛け率に従って計算した

総価とする。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和６年埼玉県告示第833

号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場



所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県警察本部

総務部財務局会計課調度係 香崎 電話048-832-0110 内線2243 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年６月11日（木）午前９時50

分まで 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年６月10日（水）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年６月11日（木）午前９時

50分まで 

     なお、代理人が入札書を持参する場合は、委任状を提出すること。 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県警察本部総務部財務局会計課 令和８年６月11日（木）午前10時 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 



    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和８年６月４日（木）午後５時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和８年５月７日（木）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ送付すること。 

⑼ 支払条件 

  発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を 

 受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 



５ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the product to be purchased: The unit-price 

contract of 12 items including genuine Toyota parts for four-wheeled 

vehicles 

 ⑵ Time‐limit for tender: 

    [By electronic tender system] by 9:50 a.m. on June 11, 2026 

    [By registered mail] by 5:00 p.m. on June 10, 2026 

    [In person] by 9:50 a.m. on June 11, 2026 

 ⑶ Contact point for the notice: Property Management Group, 

Finance Division, Finance Bureau, General Affairs Department,  

Saitama Prefectural Police Headquarters, 3-15-1 Takasago, Urawa-ku, 

  Saitama-shi, Saitama-ken 330-8533, Telephone: 048-832-0110 (Ext. 2243) 
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１ 調達内容 

⑴   調達案件名称及び予定数量 

埼玉県庄和浄水場で使用する電気 

予定使用電力量 28,794,000 キロワット時 

⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書、仕様書及び電気需給契約書（案）（以下「入札説明書等」という。）

による。 

 ⑶ 供給期間 

令和８年 10 月の計量日から令和 10 年３月 31 日まで 

（計量日は当該地域を所轄する一般送配電事業者が定める日とする。） 

ただし、翌年度以降において、収入支出予算の当該契約の金額について減額

又は削除があった場合、当該契約は解除する。 

 ⑷ 需要場所 

埼玉県春日部市新宿新田 100 番地 埼玉県庄和浄水場 

⑸ 入札方法 

本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。 

また、本契約は契約単価を定める契約であるが、各入札者において設定する

契約電力に対する単価（基本料金単価）（キロワット単価。小数点以下第２位

（「銭」）までとし、消費税額及び地方消費税額を含む。）及び使用電力量に

対する単価（電力量料金単価）（キロワット時単価。小数点以下第２位（「銭」）

までとし、消費税額及び地方消費税額を含む。）を根拠とし、発注者が提示す

る契約電力及び予定使用電力量に基づき供給期間全体の総額（以下「予定総額」

という。）を算出するものとする。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった予定総額の 110 分の 100 に相当する金額

を入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 参加資格 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな

い者であること。 



⑵ 令和８年度における埼玉県企業局物品の買入れ等の特定調達契約に係る一般

競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等（令和８年埼玉県公営

企業告示第 10 号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた

者で、営業品目が「大分類：燃料類、小分類：電力」に登録された者であるこ

と。 

⑶ 公告日から落札決定までの期間に、企業局の契約に係る入札参加停止等の措

置要領に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 

⑷ 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県企業局の契約に係る暴力団排除措

置要綱に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。 

⑸ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条第１項第３号に規定する小売電

気事業者の登録を受けた者であること。 

⑹ 契約の締結日に関わらず、平成 28 年４月１日から本件入札の公告日までの期

間における国（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平

成 13 年政令第 34 号）第 1 条に規定する法人を含む）、地方公共団体（地方自

治法施行令第 140 条の７に定める監査の対象となる埼玉県が出資する法人を含

む。）との契約又は令和３年４月１日から本件入札の公告日までの期間におけ

る民間事業者との契約により、連続した 18 か月間で本案件の予定使用電力量以

上の電気を供給した実績を有する者であること。 

⑺ 二酸化炭素排出係数及び環境への負荷の低減に関する取組状況等について、

入札説明書に記載する基準を満たす者であること。 

⑻ その他入札説明書に記載する事項を満たす者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書等の交付場所並びに問合せ先 

〒344-0113 埼玉県春日部市新宿新田 100 番地 

埼玉県庄和浄水場総務部総務担当 

電話 048-746-4411 

電子メールアドレス n464411@pref.saitama.lg.jp 

⑵ 入札説明書等の交付方法 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

  埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情 

 報公開システム」からダウンロードすること。 

イ 紙媒体による場合 

   上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。



⑶ 入札書受付期間 

 ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

   令和８年６月 10 日（水）午前 10 時から令和８年６月 15 日（月）午後３時

まで 

 イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   令和８年６月 10 日（水）午前 10 時から令和８年６月 15 日（月）午後３時

まで（必着） 

   なお、入札書の郵送は書留郵便によること。 

⑷ 開札の場所及び日時 

  ア 場所 

埼玉県庄和浄水場総務部総務担当 

イ 日時 

令和８年６月 16 日（火）午前 10 時 

４ その他 

⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

⑵ 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 

入札者は、見積もった予定総額に入札保証金の率（100 分の５以上)を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県公営企業財務規程（昭和 39 年公

営企業管理規程第５号。以下「財務規程」という。）第 123 条第２項の規定

に該当し、発注者が認めた場合は、免除する。 

イ 契約保証金 

契約の相手方は、予定総額に契約保証金の率（100 分の 10 以上)を乗じた

額を納付するものとする。ただし、財務規程第 110 条第２項の規定に該当し、

発注者が認めた場合は、免除する。 

⑶ 入札者に要求される事項 

この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

上記３⑴の提出場所へ入札説明書に示す方法で令和８年５月 19 日（火）午後３

時までに提出し、競争入札参加資格の確認を得なければならない。また、入札

事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じ

なければならない。 

⑷ 入札の無効 

 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 



ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札 

ウ 財務規程第 127 条又は埼玉県公営企業の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める規程（平成７年埼玉県公営企業管理規程第 13 号)第９条の規定

に該当するもの 

エ その他入札に関する条件に違反した者がした入札 

⑸ 契約書作成の要否 

   要 

⑹ 落札者の決定方法 

財務規程第 124 条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

  上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望する者は、埼玉県

ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資格申

請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類を令

和８年５月７日（木）までに下記の機関へ送付すること。 

  (郵便番号) 330-9301 

  (所在地)  埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番 1 号 

  (機関名)  埼玉県総務部入札審査課審査担当(物品) 

(電話番号) 048-830-5775(直通) 

⑼ 支払条件 

発注者埼玉県企業局は、適法な代金請求書を受理した日から 30 日以内に当該

代金を受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他 

   詳細は、入札説明書等による。 

５ Summary 

⑴   Nature and quantity of Services Required: 

Electricity for use at the Saitama Prefectural Government Syowa 

Water Filtration Plant (estimated kWh: 28,794,000 kWh). 

⑵   Deadline for Submissions: 

By electronic bidding system: 3:00 p.m., June 15, 2026 

By registered mail: 3:00 p.m., June 15, 2026 



In person: 3:00 p.m., June 15, 2026 

⑶   Contact Information: 

General Affairs Division, Syowa Water Filtration Plant, Bureau of 

Public Enterprise, 

Saitama Prefectural Government 

100 Shinshukusinden, Kasukabe-shi, Saitama-ken, 344-0113 

Tel. 048-746-4411 

E-mail n464411@pref.saitama.lg.jp 
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１ 調達内容 

⑴   調達案件名称及び予定数量 

埼玉県新三郷浄水場で使用する電気 

予定使用電力量 48,192,000 キロワット時 

⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書、仕様書及び電気需給契約書（案）（以下「入札説明書等」という。）

による。 

 ⑶ 供給期間 

令和８年 10 月の計量日から令和 10 年３月 31 日まで 

（計量日は当該地域を所轄する一般送配電事業者が定める日とする。） 

ただし、翌年度以降において、収入支出予算の当該契約の金額について減額

又は削除があった場合、当該契約は解除する。 

 ⑷ 需要場所 

埼玉県三郷市南蓮沼１ 埼玉県新三郷浄水場 

⑸ 入札方法 

本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。 

また、本契約は契約単価を定める契約であるが、各入札者において設定する

契約電力に対する単価（基本料金単価）（キロワット単価。小数点以下第２位

（「銭」）までとし、消費税額及び地方消費税額を含む。）及び使用電力量に

対する単価（電力量料金単価）（キロワット時単価。小数点以下第２位（「銭」）

までとし、消費税額及び地方消費税額を含む。）を根拠とし、発注者が提示す

る契約電力及び予定使用電力量に基づき供給期間全体の総額（以下「予定総額」

という。）を算出するものとする。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった予定総額の 110 分の 100 に相当する金額

を入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 参加資格 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな

い者であること。 



⑵ 令和８年度における埼玉県企業局物品の買入れ等の特定調達契約に係る一般

競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等（令和８年埼玉県公営

企業告示第 10 号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた

者で、営業品目が「大分類：燃料類、小分類：電力」に登録された者であるこ

と。 

⑶ 公告日から落札決定までの期間に、企業局の契約に係る入札参加停止等の措

置要領に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 

⑷ 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県企業局の契約に係る暴力団排除措

置要綱に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。 

⑸ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条第１項第３号に規定する小売電

気事業者の登録を受けた者であること。 

⑹ 契約の締結日に関わらず、平成 28 年４月１日から本件入札の公告日までの期

間における国（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平

成 13 年政令第 34 号）第 1 条に規定する法人を含む）、地方公共団体（地方自

治法施行令第 140 条の７に定める監査の対象となる埼玉県が出資する法人を含

む。）との契約又は令和３年４月１日から本件入札の公告日までの期間におけ

る民間事業者との契約により、連続した 18 か月間で本案件の予定使用電力量以

上の電気を供給した実績を有する者であること。 

⑺ 二酸化炭素排出係数及び環境への負荷の低減に関する取組状況等について、

入札説明書に記載する基準を満たす者であること。 

⑻ その他入札説明書に記載する事項を満たす者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書等の交付場所並びに問合せ先 

〒341-0028 埼玉県三郷市南蓮沼１ 

埼玉県新三郷浄水場総務部総務担当 

電話 048-953-6565 

電子メールアドレス q536565@pref.saitama.lg.jp 

⑵ 入札説明書等の交付方法 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

  埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情 

 報公開システム」からダウンロードすること。 

イ 紙媒体による場合 

   上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。



⑶ 入札書受付期間 

 ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

   令和８年６月 10 日（水）午前 10 時から令和８年６月 15 日（月）午後３時

まで 

 イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   令和８年６月 10 日（水）午前 10 時から令和８年６月 15 日（月）午後３時

まで（必着） 

   なお、入札書の郵送は書留郵便によること。 

⑷ 開札の場所及び日時 

  ア 場所 

埼玉県新三郷浄水場総務部総務担当 

イ 日時 

令和８年６月 16 日（火）午前 10 時 

４ その他 

⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

⑵ 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 

入札者は、見積もった予定総額に入札保証金の率（100 分の５以上)を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県公営企業財務規程（昭和 39 年公

営企業管理規程第５号。以下「財務規程」という。）第 123 条第２項の規定

に該当し、発注者が認めた場合は、免除する。 

イ 契約保証金 

契約の相手方は、予定総額に契約保証金の率（100 分の 10 以上)を乗じた

額を納付するものとする。ただし、財務規程第 110 条第２項の規定に該当し、

発注者が認めた場合は、免除する。 

⑶ 入札者に要求される事項 

この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

上記３⑴の提出場所へ入札説明書に示す方法で令和８年５月 19 日（火）午後３

時までに提出し、競争入札参加資格の確認を得なければならない。また、入札

事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じ

なければならない。 

⑷ 入札の無効 

 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 



ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札 

ウ 財務規程第 127 条又は埼玉県公営企業の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める規程（平成７年埼玉県公営企業管理規程第 13 号)第９条の規定

に該当するもの 

エ その他入札に関する条件に違反した者がした入札 

⑸ 契約書作成の要否 

   要 

⑹ 落札者の決定方法 

財務規程第 124 条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

  上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望する者は、埼玉県

ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資格申

請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類を令

和８年５月７日（木）までに下記の機関へ送付すること。 

  (郵便番号) 330-9301 

  (所在地)  埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番 1 号 

  (機関名)  埼玉県総務部入札審査課審査担当(物品) 

(電話番号) 048-830-5775(直通) 

⑼ 支払条件 

発注者埼玉県企業局は、適法な代金請求書を受理した日から 30 日以内に当該

代金を受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他 

   詳細は、入札説明書等による。 

５ Summary 

⑴   Nature and quantity of Services Required: 

Electricity for use at the Saitama Prefectural Government 

Shinmisato Water Filtration Plant (estimated kWh: 48,192,000 kWh). 

⑵   Deadline for Submissions: 

By electronic bidding system: 3:00 p.m., June 15, 2026 

By registered mail: 3:00 p.m., June 15, 2026 



In person: 3:00 p.m., June 15, 2026 

⑶   Contact Information: 

General Affairs Division, Shinmisato Water Filtration Plant, Bureau 

of Public Enterprise, 

Saitama Prefectural Government 

１ Minamihasunuma, Misato-shi, Saitama-ken, 341-0028 

Tel. 048-953-6565 

E-mail q536565@pref.saitama.lg.jp 
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１ 調達内容 

 ⑴ 調達案件名称及び予定数量 

埼玉県吉見浄水場で使用する電気 

予定使用電力量 21,751,000 キロワット時 

⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書、仕様書及び電気需給契約書（案）（以下「入札説明書等」という。）

による。 

 ⑶ 供給期間 

令和８年 10 月の計量日から令和 10 年３月 31 日まで 

（計量日は当該地域を所轄する一般送配電事業者が定める日とする。） 

ただし、翌年度以降において、収入支出予算の当該契約の金額について減額

又は削除があった場合、当該契約は解除する。 

 ⑷ 需要場所 

埼玉県比企郡吉見町大字大和田 198 埼玉県吉見浄水場 

⑸ 入札方法 

本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。 

また、本契約は契約単価を定める契約であるが、各入札者において設定する

契約電力に対する単価（基本料金単価）（キロワット単価。小数点以下第２位

（「銭」）までとし、消費税額及び地方消費税額を含む。）及び使用電力量に

対する単価（電力量料金単価）（キロワット時単価。小数点以下第２位（「銭」）

までとし、消費税額及び地方消費税額を含む。）を根拠とし、発注者が提示す

る契約電力及び予定使用電力量に基づき供給期間全体の総額（以下「予定総額」

という。）を算出するものとする。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった予定総額の 110 分の 100 に相当する金額

を入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 参加資格 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな

い者であること。 



⑵ 令和８年度における埼玉県企業局物品の買入れ等の特定調達契約に係る一般

競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等（令和８年埼玉県公営

企業告示第 10 号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた

者で、営業品目が「大分類：燃料類、小分類：電力」に登録された者であるこ

と。 

⑶ 公告日から落札決定までの期間に、企業局の契約に係る入札参加停止等の措

置要領に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 

⑷ 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県企業局の契約に係る暴力団排除措

置要綱に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。 

⑸ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条第１項第３号に規定する小売電

気事業者の登録を受けた者であること。 

⑹ 契約の締結日に関わらず、平成 28 年４月１日から本件入札の公告日までの期

間における国（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平

成 13 年政令第 34 号）第 1 条に規定する法人を含む）、地方公共団体（地方自

治法施行令第 140 条の７に定める監査の対象となる埼玉県が出資する法人を含

む。）との契約又は令和３年４月１日から本件入札の公告日までの期間におけ

る民間事業者との契約により、連続した 18 か月間で本案件の予定使用電力量以

上の電気を供給した実績を有する者であること。 

⑺ 二酸化炭素排出係数及び環境への負荷の低減に関する取組状況等について、

入札説明書に記載する基準を満たす者であること。 

⑻ その他入札説明書に記載する事項を満たす者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書等の交付場所並びに問合せ先 

〒355-0127 埼玉県比企郡吉見町大字大和田 198 

埼玉県吉見浄水場総務部総務担当 

電話 0493-54-1484 

電子メールアドレス s541484@pref.saitama.lg.jp 

⑵ 入札説明書等の交付方法 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

  埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情 

 報公開システム」からダウンロードすること。 

イ 紙媒体による場合 

   上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。



⑶ 入札書受付期間 

 ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

   令和８年６月 10 日（水）午前 10 時から令和８年６月 15 日（月）午後３時

まで 

 イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   令和８年６月 10 日（水）午前 10 時から令和８年６月 15 日（月）午後３時

まで（必着） 

   なお、入札書の郵送は書留郵便によること。 

⑷ 開札の場所及び日時 

  ア 場所 

埼玉県吉見浄水場総務部総務担当 

イ 日時 

令和８年６月 16 日（火）午前 10 時 

４ その他 

⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

⑵ 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 

入札者は、見積もった予定総額に入札保証金の率（100 分の５以上)を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県公営企業財務規程（昭和 39 年公

営企業管理規程第５号。以下「財務規程」という。）第 123 条第２項の規定

に該当し、発注者が認めた場合は、免除する。 

イ 契約保証金 

契約の相手方は、予定総額に契約保証金の率（100 分の 10 以上)を乗じた

額を納付するものとする。ただし、財務規程第 110 条第２項の規定に該当し、

発注者が認めた場合は、免除する。 

⑶ 入札者に要求される事項 

この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

上記３⑴の提出場所へ入札説明書に示す方法で令和８年５月 19 日（火）午後３

時までに提出し、競争入札参加資格の確認を得なければならない。また、入札

事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じ

なければならない。 

⑷ 入札の無効 

 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 



ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札 

ウ 財務規程第 127 条又は埼玉県公営企業の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める規程（平成７年埼玉県公営企業管理規程第 13 号)第９条の規定

に該当するもの 

エ その他入札に関する条件に違反した者がした入札 

⑸ 契約書作成の要否 

   要 

⑹ 落札者の決定方法 

財務規程第 124 条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

  上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望する者は、埼玉県

ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資格申

請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類を令

和８年５月７日（木）までに下記の機関へ送付すること。 

  (郵便番号) 330-9301 

  (所在地)  埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番 1 号 

  (機関名)  埼玉県総務部入札審査課審査担当(物品) 

(電話番号) 048-830-5775(直通) 

⑼ 支払条件 

発注者埼玉県企業局は、適法な代金請求書を受理した日から 30 日以内に当該

代金を受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他 

   詳細は、入札説明書等による。 

５ Summary 

⑴   Nature and quantity of Services Required: 

Electricity for use at the Saitama Prefectural Government Yoshimi 

Water Filtration Plant (estimated kWh: 21,751,000 kWh). 

⑵   Deadline for Submissions: 

By electronic bidding system: 3:00 p.m., June 15, 2026 

By registered mail: 3:00 p.m., June 15, 2026 



In person: 3:00 p.m., June 15, 2026 

⑶   Contact Information: 

General Affairs Division, Yoshimi Water Filtration Plant, Bureau of 

Public Enterprise, 

Saitama Prefectural Government 

198 Owada, Yoshimi-machi, Hiki-gun, Saitama-ken, 355-0127 

Tel. 0493-54-1484 

E-mail s541484@pref.saitama.lg.jp 



正

誤 

  
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
（
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
第
七
百
六
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
行 

一 
 

 
 

前
か
ら
十
四 

 

誤 、
高
校
改
革
統
括
監 

 

正 及
び
高
校
改
革
統
括
監 

 

ペ
ー
ジ 

 

行 

一 
 

 
 

前
か
ら
十
五 

 

誤 、
課
長 

 

正 及
び
課
長 


	Kenpo709
	t709_20260410-001i27654comp
	t709_20260410-002i27491comp
	t709_20260410-003i27638comp
	t709_20260410-004i27662comp
	t709_20260410-005i27656comp
	t709_20260410-006i27663comp
	t709_20260410-007i27636comp
	t709_20260410-008i27652comp
	t709_20260410-009i27653comp
	t709_20260410-010i27651comp
	t709_20260410-011i27658comp
	t709_20260410-012i27660comp
	t709_20260410-013i27661comp
	t709_20260410-014i27664comp

		Motohiro Ohno
	2026-04-09T14:30:46+0900
	日本
	2026-04-09 14:30:20 +09:00 JSTに承認しました


	



